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近年、水災害が頻発化・激甚化しており、三重県

においても、平成２３年９月の紀伊半島大水害をは

じめ、平成２９年１０月の台風２１号など、甚大な

被害が発生している。

更に、今後は気候変動による降雨量の増加も予測

されている。また、近年の水災害は、脆弱な中小河

川で多数発生しており、河川堤防等のハード整備に

加え、水防活動や住民の適切な避難行動を促すため

の河川観測体制の整備は喫緊の課題となっている。

このような中、「流域治水」が全国で展開されて

おり、あらゆる関係者が河川情報についても迅速か

つ効果的にデータを共有し、被害の軽減に向けて協

働を進めていくことが必要である。

三重県では、ＩＣＴを活用した危機管理型水位計

について平成３０年から、簡易型河川監視カメラに

ついて令和２年から設置を開始している。

本計画は、危機管理型水位計や簡易型河川監視カ

メラ等のさらなる活用や拡充について計画的な推進

を図るため定めるものである。
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三重県管理河川の現状と課題
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三重県内の主要河川 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一級河川（指定区間外） 

   ※大臣管理区間 

一級河川（指定区間） 

   ※県管理区間 

二級河川（主な河川） 

• 三重県は多数の河川を有しているが、ハード整備には長期間を要する状況

• 今後の気候変動も踏まえ、住民への情報提供や管理者等の即時対応を強化する必要

（１）河川数及び管理延長
・国管理：一級河川 37河川 233.5km
・県管理：一級河川及び二級河川 546河川 2,307.1km
・市町管理：準用河川 867河川 1,000km

（２）河川整備の状況
・令和元年度末 河川整備率 39.6％

整備済延長(km)
河川整備率(%)＝

要改修延長(km)

整備済延長：概ね5～10年に1回起こりうる降雨により

発生する洪水に対応している河川延長

要改修延長：山間狭窄部を除いて背後地に人家連担地

水田等の守るべきものがある河川延長

（３）近年の気象の特徴
・地球温暖化による気象変動の影響として、将来の降雨量
の増加（IPCCの気候変動シナリオより、気温2℃上昇に
より降雨量変化倍率1.1倍）

・水災害の激甚化、頻発化

（４）河川情報の把握と提供
・国が管理する河川では、きめ細やかでリアルタイムな
雨量・水位情報及び画像情報を収集、把握することで
的確な水防警報、洪水予報を発出

ハード整備で追いつかない部分をIT機器等を活用した観測体制を強化し、住民への情報提供や管理者等の即時対応が必要！

約7割が県管理

ハード整備は今後
も時間を要する



観測機器設置の考え方

危機管理型水位計

河川観測機器の設置方針

・重点監視箇所

・監視箇所

簡易型河川監視カメラ

・急激に水位が上昇する様子等を
５分毎の静止画によりリアルタイ
ムで配信
・豪雨や台風などの際に、従来の
水位情報だけでは伝わりにくい河
川の状況をわかりやすく伝えるこ
とや把握することが可能

・洪水時の水位観測（5分間隔）
に特化した低コストかつ設置場所
を選ばない水位計
・これまで水位計がなかった小河
川に設置することで、水位観測網
の充実を図ることが可能

堤防背後地に人家があり、過去に浸水実績の
ある箇所

監視箇所のうち、特に水防活動上重要な箇所※

※堤防高不足箇所やバックウォーター現象が発生する恐れ
がある箇所 等

３

浸水被害の
実績がある

箇所

堤防背後に
人家等がある

河川監視箇所
水位計のみ

重点監視箇所
水位計＋カメラ

（６８３箇所） （４５８河川）（２２３箇所）

（１０２箇所）

• 浸水被害の実績がある箇所と堤防背後に人家等がある河川の重なる箇所を優先的に選定

• 特に水防活動上重要な箇所については、重点監視箇所として、水位及び画像データの両方を

リアルタイムで収集・提供



５年後の設置箇所数（目標）

必要箇所数
現状

（2021（R3）年度末）
５年後

（2026(R8)年度末）

重点監視箇所

（水位計＋カメラ）

１０２箇所 ４４箇所

＜４３％＞

１０２箇所

＜１００％＞

監視箇所

（水位計のみ）

２２３箇所 ２２３箇所

＜１００％＞

２２３箇所

＜１００％＞

（１）計画期間： ２０２２（Ｒ４）年度～２０２６（Ｒ８）年度（５年間）

（２）５年後の目標

水位周知河川※は全て

設置済（４４箇所）

４

※洪水により相当な被害を生ずるおそれがあるものとして、水防法13条の規定により、県が指定する河川



（参考）観測機器の設置事例

５

監視箇所

危機管理型水位計

重点監視箇所 (二級河川三弧子川：東員町）

危機管理型水位計

簡易型
河川監視カメラ

(二級河川員弁川：桑名市）

危険箇所

危険箇所

簡易型河川監視カメラ 危機管理型水位計 危機管理型水位計



観測データの利活用

◆新たなコントロールルーム
との連携（Ｒ４～）

◆データのアーカイブ化
（Ｒ４～）

河川の状況をリアルタイムで把
握、情報共有

河川課サーバー

• 水位も含めたデータの統計
処理・公表

◆さらなるデータ利活用
の検討（Ｒ４～）

• ＡＩ画像解析による流況計
測や異常検知

県土整備部

各種情報を大型モニターで共有（Ｒ４）

・河川水位情報
・道路情報
・土砂災害情報
・潮位情報
・国、事務所から
の映像

※コントロールルーム（イメージ）

災害対策本部（防災対策部）

本庁

災害対策本部との情報共有を強化

国、市町など
関係機関

建設事務所、
流域下水道事務所

豪雨・河川別に河川データを
アーカイブ化

水位

画像

雨量

Ｒ〇.〇豪雨

〇〇川 △△川

水位

画像

雨量

他県事例（砂州の高さ検知）

気候変動の影響を加味

計画に必要な降雨強度
の見直し

• 観測データはＷｅｂ提供だけではなく、新たに設置するコントロールルームへの集約による

災害時の初動強化や、蓄積データを活用した異常検知の開発、河川計画の見直し等に活用

６



（参考）川の水位情報（Web）

見たい地域を拡大

簡易型河川監視カメラの画像や危機管理型水位計等の水位情報は、国が運営する専用サイトであ
る「川の水位情報」で確認することができます。

「川の水位情報」http://k.river.go.jp/

クリック

「川の防災情報」http://www.river.go.jp/
から「川の水位情報」を選択

川の防災情報から
アクセスする場合

川の水位情報へ
直接アクセスする場合

７

見たい情報を選択

簡易型河川監視カメラ
（画像情報）

河川水位に対応して表示の
色が変化し、危険度がわか
ります （水位情報）

危
険
度

大

小

防災みえ.jpから
アクセスする場合

「防災みえ.jp」
http://bosaimie.secure.force.comから
危機管理型水位計・河川監視カメラを選択

クリック


